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育児・介護休業法関係の相談が前年の２．３倍に増加 

―平成２１年度男女雇用機会均等法・育児･介護休業法・パートタイム労働法の施行状況等についてー 

 
１ 施行状況 （資料１・２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  平成２２年度雇用均等行政の重点対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

○ 改正育児・介護休業法等説明会 ６月２９日（火）１３：３０～ 於ウインクあいち（資料３） 
     内容；「改正育児・介護休業法と就業規則の作成」・「はじめて作る一般事業主行動計画」ほか 

《仕事と家庭を守るための対策》 （最重点） 

◎改正育児・介護休業法の周知及び施行 

◎次世代育成支援対策推進法（平成２３年４月施行分）の周知 

◎妊娠・出産及び育児休業の取得や申出等を理由とした不利益取扱いの禁止についての周知啓発 

労働者からの相談への迅速かつ厳正な対処 

《男女雇用機会均等確保対策の推進》 

《パートタイム労働対策の推進》 

（１）相談の状況 

◎ 相談件数： ６，０１０件（前年度比１．４倍） 

・  特に、育児・介護休業法関係（４，０８４件）は、法改正を踏まえ、前年度比 2．3 倍と急増。 

・  均等法関係（１，６９２件）、パートタイム労働法関係（２３４件）は減少。 

◎ 相談内容 

＜均等法関係＞ 

・ セクシュアルハラスメントに関する相談（８２３件）が最も多い。 

・ 妊娠・出産等を理由とした解雇等の不利益取扱いに関する相談（２４６件）は、前年度比 1．3 倍の増加。

＜育児・介護休業法関係＞ 

・ 育児休業申出・取得を理由とする不利益取扱いに関する相談（１６１件）は、前年度比 2.4 倍に増加。 

＜パートタイム労働法関係＞ 

・ パートタイム労働指針に関する相談（５８件）、通常の労働者への転換に関する相談（３５件）が多い。 

 

（２）紛争解決援助等の状況 

◎ 労働局長による紛争解決援助申立件数：１８件・・均等法関係（１３件）、育児・介護休業法関係（５件） 

◎ 調停申請件数：５件・・均等法関係 

 

（３）行政指導の状況 

◎ 報告徴収を実施した事業所数  ６３３事業所  

◎ 指導件数 １，２８４件   

均等法関係（３５４件）、育児・介護休業法関係（２６件）、パートタイム労働法関係（９０４件） 

     ※ 育児・介護休業法関係については、労働者からの相談を端緒とした権利侵害が疑われるケースのみ実施 

（改正育児・介護休業法の周知に重点  説明会実施回数  ４９回   参加事業所数  ５，４６３事業所）  



 
 
 
 
 
＜添付資料＞ 
 

資料１ 雇用均等室における相談・指導状況（PDF） 

資料２ 平成 21 年度 対応事例（PDF） 

資料３ 改正育児・介護休業法等説明会のご案内（PDF） 

 


